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令和５年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案研究） 

 

医療従事者における精神障害・自殺事案の解析 
 

研究分担者 髙橋有記 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 
過労死等防止調査研究センター・研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】医療従事者は、過労死等が多発している職種であり、医師においては、平成 27 年度以

降の 5 年間に精神障害の認定事案が増えており、その約 4 割が自殺事案であったと報告され

ている。看護師においては、およそ半数が利用者からの暴力（性的なものを含む）を受けてい

たと報告されている。本研究は、過労死等が多く発生していると指摘されている医療従事者を

対象に、精神障害の予防を目的とした詳細分析を行うものである。 

【方法】対象とする職種は医療従事者のうち、医師・看護師（看護助手は除く）とし、それぞれの

平成 22～令和 2 年度における 11 年間の事案を加えたデータベース（医師 31 件、看護師 193

件）を基に基礎集計を行い、さらに令和 2 年以降の医師 3 件、看護師 42 件の調査復命書を精

読し、性別、年齢、心理的負荷が生じた出来事などの分析を試みた。 

【結果】医師の精神障害事案は増加傾向であり、臨床研修医が 14 件（45.2％）を占めていた。

精神疾患では、適応障害が 4 件（12.9％）である一方で、うつ病エピソードが 16 件（51.6％）を

占めていた。自殺事案は 13 件（41.9％）であり、およそ半数が研修医の自殺事案であった。女

性看護師においては、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」が 72 件（45.9％）を占めてい

た一方で、「セクシュアルハラスメントを受けた」が 17 件（10.8％）見られた。また看護師全体で、

対人関係の類型である、「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」と、「上司等から、

身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」、「同僚等から、暴行又は（ひどい）

いじめ・嫌がらせを受けた」が合わせて 36 件（21.6％）を占めていた。 

【考察】医師においては、臨床研修医の精神的支援及び自殺対策が肝要である。そのために

は、適応障害の段階での適切な環境調整や、精神科による治療的介入の必要性がある。看護

師においては、悲惨な事故や災害の体験、目撃をした看護師に対しての包括的な支援に加え

て、ハラスメントへの対策も肝要であると考えられた。 

【この研究から分かったこと】医師においては、臨床研修医の精神的支援及び自殺対策が肝要

である。看護師においては、悲惨な事故や災害の体験、目撃をした看護師に対しての包括的

な支援に加えてハラスメントへの対策も肝要である。 

【キーワード】医療従事者、医師、看護師 

 

研究分担者: 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労 

死等防止調査研究センター・統括研究員） 

高橋正也（同センター・センター長） 

 
Ａ．目的 

医療従事者は、自動車運転従事者、教職

員、IT 産業、外食産業、建設業、メディア業界

などの業種・職種とともに、過労死等が多発し

ている職種である（文献 1）。 

医療従事者は、医療ニーズにより増加傾向

であり、その中でも医師はおよそ 33 万人、看

護師は 168 万人まで増えているが（文献 2）、

その一方で、需要の増加、慢性的な人員不足

により、長時間労働や過重な心理的負荷等が

生じている（文献 3）。     

実際に、医師（勤務医）のうち週 60 時間以

上（月換算で時間外労働月 80 時間以上）の勤
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務を行っている労働者は 40％以上であり（文

献 4）、また、病棟勤務の看護師の 87.7％が 16

時間の長時間夜勤を行っているとされている

（文献 5）。そのため、医師及び看護師の長時

間労働等を含めた過重労働対策は、過労死

等防止のために優先度の高い課題である。 

これまでの過労死等事案研究から、医師に

おける精神障害事案では、平成 27 年度以降

の 5 年間に精神障害の認定事案が増えており、

その約 4 割が自殺事案であったと報告されて

いる（文献 6）。また、看護師における精神障害

事案では、およそ半数が利用者からの暴力

（性的なものを含む）を受けていたと報告され

ている（文献 7）。 

また、医師の働き方の見直しについては「医

師の働き方改革に関する検討会報告書（平成

31 年 3 月）」に記載された方向性に沿って（文

献 8）、医療機関における労務管理の適正化、

医師の労働時間短縮の促進が図られるととも

に、医師への令和 6 年 4 月からの時間外労働

の上限規制の適用に向けて医療法改正法案

が成立し、関連省令等も整備が進められてい

る（文献 9）。今後、医師の労働時間短縮及び

健康確認措置の適切な実施に向けた取組が

進められることから、医師を含む医療機関にお

ける勤務環境の改善に向け、医療機関の取組

事例の周知や医療勤務環境改善マネジメント

システムの普及促進が期待されている。その

際、直近の情報を含む医師・看護師の過労死

等の実態に関する知見は、今後の対策の方向

性を検討する上で重要であることも踏まえ、医

師・看護師における労災認定事案の解析が期

待される。 

本研究は、「過労死等の防止のための対策

に関する大綱」（令和 3 年 7 月 30 日閣議決定）

で過労死等が多く発生しているとの指摘があ

る医療（日本標準産業分類大分類の医療,福

祉）に該当する労災事案を対象に、医師・看護

師（看護助手は除く）における精神障害の予防

を目的とした詳細分析を行うものである。 

 

Ｂ．方法 

1. 分析対象 

本研究では、医療従事者における、医師・

看護師（看護助手は除く）を分析対象とした。

本研究では平成 22～令和 2 年度における 11

年間の医師・看護師における過労死等事案の

データベース（医師 31 件、看護師 193 件）の

精神障害事案を対象として分析を行った。こ

れらの情報については統計処理を可能とする

ために、関連情報を数値化したデータベース

を構築した。 

2. 分析方法 

本研究では、調査復命書の記載内容に基

づき、性別、発症時年齢、事業場規模、職種、

疾患、労働条件等一般的事項、労災認定要

因の分析を行った。分析方法としては、平成

22～令和 2 年度における 11 年間の医師・看

護師における過労死等事案のデータベース

（医師 31 件、看護師 193 件）の精神障害事案

を基に基礎集計を行い、過労死等の防止に資

する発生の要因について、これまでの報告か

らの変化に注目し解析を行った。加えて、令和

2 年以降の医師 3 件、看護師 42 件の調査復

命書を精読し、性別、年齢、心理的負荷が生

じた出来事などの分析を試み、過労死等の防

止対策を検討した。 

但し、精神障害に関する分析は平成 23 年

12 月に策定された「心理的負荷による精神障

害の認定基準」（以下「認定基準」という。）によ

って認定された事案に限定した。 

また、疾患のうち精神障害については、

「ICD-10 国際疾病分類第 10 版（2003 年改

訂）」の第 5 章「精神及び行動の障害（F00-

F99）」に基づいて分類を行った。なお、業務に

関する出来事は、認定基準に挙げられている

出来事に基づいて集計を行った。 

（倫理面での配慮） 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得たう

えで行った（通知番号 2022N10）。本研究で用

いたデータベースには、個人の氏名、住所、

電話番号等、個人を特定できる情報は一切含

まれていない。 

 
Ｃ．結果 

1. 医師について 

1) 対象者の概要 

（1）性別・発症時年齢・生死 

表 1 及び表 2 に医師における性別、発症時

年齢、生死、発症時季、業種、診療科、卒後

年数、決定時疾患名等を示した。 

性別では、男性 17 件（54.8％）、女性 14 件

（45.2％）であり、男性の事案が若干多かった。 

10 歳階級別の発症時年齢を見ると、精神障

害は 30－39 歳が 14 件（45.2％）と最も高く、若

96



 

97 

 

年労働者の事案が多く発生していた。 

事案の生死に関しては、生存が 18 件

（58.1％）、死亡が 13 件（41.9％）であった。 

診療科に関しては、初期臨床研修医 5 件

（16.1％）、後期研修医 9 件（29.0％）と研修医

が多く占めており、次いで産婦人科が 7 件

（22.6％）を占めていた。 

決定時疾患名は、精神障害は、F3（気分

［感情］障害）が 21 件（67.7％）、F4（神経症性

障害,ストレス関連障害および身体表現性障害）

が 10 件（32.3％）であり、F3 が多かった。F3 の

なかでも、F32（うつ病エピソード）が 16 件

（51.6％）と最も多かった。 
2) 労災認定要因 

表 3 に男性、女性、研修医、自殺事案それ

ぞれにおける心理的負荷による精神障害の事

案における出来事を示した。（医師、新基準の

み 全 29 件） 

「特別な出来事」のうち、「心理的負荷が極

度のもの」は、全体で 2 件（6.9％）であり、「極

度の長時間労働」は全体で 6 件（20.7％）であ

った。「恒常的な長時間労働」は全体で 8 件

（27.6％）にも及んでいた。 

「具体的出来事」は、男性では、「仕事の量・

質」の類型のうち「1 か月に 80 時間以上の時

間外労働を行った」が 4 件（26.7％）であり、次

いで「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じ

させる出来事があった」が、3 件（20.0％）であ

った。また、「対人関係」の類型のうち、「上司と

のトラブルがあった」が 2 件（13.3％）であった。 

女性では、「仕事の量・質」の類型のうち「仕

事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる

出来事があった」、「2 週間（12 日）以上にわた

って連続勤務を行った」がともに 7 件（50.0％）

であり、次いで「1 か月に 80 時間以上の時間

外労働を行った」が 4 件（28.6％）であった。ま

た、「対人関係」の類型のうち、「上司とのトラブ

ルがあった」が 3 件（21.4％）であった。 

研修医では、「仕事の量・質」の類型のうち

「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせ

る出来事があった」が、6 件（46.2％）であり、次

いで「2 週間（12 日）以上にわたって連続勤務

を行った」が 4 件（30.8％）、「1 か月に 80 時間

以上の時間外労働を行った」が 3 件（23.1％）

であった。また、「対人関係」の類型のうち、「上

司とのトラブルがあった」が 2 件（15.4％）であ

った。 

医師における自殺事案（全 11 件）のなかで

は、「仕事の量・質」の類型のうち「仕事内容・

仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事が

あった」が、4 件（36.4％）であり、次いで「2 週

間（12 日）以上にわたって連続勤務を行った」

が 3 件（27.3％）、「1 か月に 80 時間以上の時

間外労働を行った」が 2 件（18.2％）であった。

また、「役割・地位の変化等」の類型のうち、

「転勤をした」が 3 件（27.3％）であった。 

3) 自殺事案について 

表 4 に医師の自殺事案の概要を示した。

（医師、新基準のみ 全 11 件） 

「具体的出来事」のなかで、「仕事内容・仕

事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があ

った」が 4 件（36.4％）あり、その内の 3 件は研

修医による研修科の変更によるものであった。

また、学会発表などが負荷となっていたと考え

られる事案は 5 件（45.5％）あり、家族・パート

ナーとの関係性の不和が 6 件（54.5％）見られ

た。 

2. 看護師について 

1) 対象者の概要 

(1) 性別・発症時年齢・生死 

表 5 に看護師における性別、発症時年齢、

生死、事業場規模を示した。 

性別では、男性 14 件（7.3％）、女性 179 件

（92.7％）であり、女性看護師が多かった。 

10 歳階級別の発症時年齢を見ると、精神障

害は 30－39 歳が 57 件（29.5％）と最も高く、20

－40 歳代の若年労働者の事案が多く発生し

ていた。 

事案の生死に関しては、生存が 186 件

（96.4％）、死亡が 7 件（3.6％）であった。 

事業場規模に関しては、100－499 人の事

業場規模が 77 件（39.9％）と最も多かった。 

2) 労働条件等一般的事項 

表 6 に労働条件等一般的事項（所定休日、

出退勤の管理状況、就業規則等）を示した。 

所定休日は、週休 1 日制が 5 件（2.6％）、

週休 2 日制が 37 件（19.2％）、隔週週休 2 日

制が 5 件（2.6％）、完全週休 2 日制が 27 件

（14.0％）であった。 

出退勤の管理状況は、タイムカードが 97 件

（50.3％）で最も多く、次いで、出勤簿が 76 件

（39.4％）、管理者による確認が 16 件（8.3％）、

本人の申告が 15 件（7.8％）であった。 

3) 労災認定要因 

表 7-1 に男性、表 7-2 に女性それぞれにお

ける心理的負荷による精神障害の事案におけ
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る出来事を示した。 

男性では、「特別な出来事」のうち、「心理的

負荷が極度のもの」、「極度の長時間労働」は

ともに 0 件であった。「恒常的な長時間労働」

は全体で 1 件（10.0％）であった。また、「事故

や災害の体験」の類型のうち、「（重度の）病気

やケガをした」が 2 件（20.0％）であり、「悲惨な

事故や災害の体験、目撃をした」が 3 件

（30.0％）であった。 

女性では、「特別な出来事」のうち、「心理的

負荷が極度のもの」が 12 件（7.6％）、「極度の

長時間労働」は 3 件（1.9％）であった。「恒常

的な長時間労働」は 7 件（4.5％）であった。 

「具体的出来事」は、「事故や災害の体験」

の類型のうち、「悲惨な事故や災害の体験、目

撃をした」が 72 件（45.9％）と最も多く、次いで、

「（重度の）病気やケガをした」が 23 件（14.6％）

であった。また、「対人関係」の類型のうち、

「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受け

た」が 18 件（11.5％）、「上司とのトラブルがあ

った」が 12 件（7.6％）、「同僚等から、暴行又

は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた」が 10 件

（6.4％）であった。「セクシュアルハラスメントを

受けた」は 17 件（10.8％）を占めていた。 

4) 嫌がらせ、いじめなどのハラスメント 

表 8 に看護師全体における、嫌がらせ、いじ

め、パワーハラスメントの概要を示した。（29(ひ

どい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた＋

新 29 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃

等のパワーハラスメントを受けた＋新 30 同僚

等から、暴行又は（ひどい）いじめ・嫌がらせを

受けた、以上 3 つを合致してまとめたデータ） 

性差は男性 5 件（13.9％）、女性 31 件

（86.1％）であった。事業場規模に関しては

100－499 人の事業場規模が 13 件（36.1％）と

多かった。 

嫌がらせ、いじめ、パワーハラスメントの加害

者及び内容に関しては、患者からの暴力が 18

件（50.0％）と最も多かった。 

5) 典型事例 

令和 2 年以降の医師 3 件、看護師 42 件の

なかから特徴的な 3 件の事例を提示した。 

 
 
 
 
 
 

 
  

【事例 1‐1】20 歳代男性、医師（臨床研修

医） 

・疾患名：うつ病エピソード 

・業務以外の要因：恋人との異性関係のも

つれ 

・労災認定要因：仕事内容・仕事量の（大

きな）変化を生じさせる出来事があった 

・経過：X 年 4 月に初期臨床研修医として

勤務開始となった。X＋1 年 4 月から 6 月

まで救命科での研修が始まり、時間外労

働時間が倍以上に増加した。また、同年 9

月頃から、恋人との関係性が悪くなり、同

時期より元気がなく、朝の始業時間に遅刻

することも何回か見られるようになった。同

年 10 月に自宅にて自殺既遂となった。 

【事例 1-2】30 歳代男性、医師（精神科医） 

・疾患名：心的外傷後ストレス障害 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：悲惨な事故や災害の体

験、目撃をした 

・経過：X 年 3 月に精神科外来の診察中に

統合失調症の患者から包丁で襲われ、左

脇下を刺されてしまった。その後、侵入的

回想、外傷を想起させるものへの回避、自

律神経過覚醒、不安、不眠を呈するように

なり、心的外傷後ストレス障害を発症した。 

【事例 1‐3】20 歳代女性、看護師 

・疾患名：適応障害 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：同僚等から、暴行又は

（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた 

・経過：X 年 11 月の夜勤中に、薬物後遺

症の入院患者が独り言を言っていたため、

他患者からクレームがはいった。そのため

患者に声をかけたところ、患者から突然顔

を引っかかれるなどの暴行を受け負傷し、

適応障害を発症した。 
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Ｄ．考察 

本研究では、平成 22～令和 2 年度におけ

る 11 年間の医師・看護師における過労死等事

案のデータベース（医師31件、看護師193件）

の精神障害事案を対象として分析を行い、医

療従事者における精神障害による労災認定事

案の実態と背景要因を明らかにすることを目

的とした。 

1. 医師の精神障害による労災認定事案につ

いて 

今回の研究で平成 22～令和 2 年間の過去

11 年間においては、医師の精神障害の認定

件数は平成 22～平成 27 年の 6 年間で 10 件

であり、平成 28～令和 2 年の 5 年間で 21 件

となっており、増加傾向であった。また、死亡

（自殺）事案が 13 件（41.9％）を占めており、臨

床研修医が 14 件（45.2％）を占めていた。 

表4における、医師の自殺事案（医師、新基

準のみ 全11件）においては、「特別な出来事」

のうち、「極度の長時間労働」は 4 件（36.4％）、

「恒常的な長時間労働」は 3 件（27.3％）であっ

た。また、「具体的出来事」は、「仕事内容・仕

事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があ

った」が 4 件（36.4％）であり、研修医の研修科

の変更による事案であった。 

また、個人的な要因ではあるが、「学会発表、

論文作成、専門医受験」などが背景にあるの

は 5 件（45.5％）、「家族・パートナーとの不和」

に関する負荷要因は 6 件（54.5％）であった。

加えて、遅刻や仕事のミスなどの前兆は、6 件

（54.5％）に見られ、不眠などの精神症状は 8

件（72.7％）、身体症状（食指不振、頭痛・腹痛

など）は 8 件（72.7％）に見られた。 

自殺既遂前に、産業医との面談に至った症

例はなく（1 例のみメンターと面接した）、当直

を含めた環境調整が行われた症例はなかった。

また、自分の意思で精神科受診に至った症例

は 2 件（18.2％）のみであり、家族が強く促すも

す ぐ に 自 己 中 断 に 至 っ た ケ ー ス は 3 件

（27.3％）、そもそも受診に至らなかったケース

は 6 件（54.5％）見られた。また精神疾患名とし

てはうつ病エピソードが 9 件（81.8％）を占めて

いた。 

以上より、医師における精神障害事案にお

いては、臨床研修医の精神的支援及び自殺

対策が肝要である。そのためには、「仕事内

容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来

事があった」や、「2 週間（12 日）以上にわたっ

て連続勤務を行った」、「1 か月に 80 時間以上

の時間外労働を行った」などの過重労働に関

する要因が自殺につながるということを改めて

認識することが重要である。加えて、仕事のミ

スや頭痛、腹痛などの身体症状の前兆がみら

れた際には、なるべく早期に、適応障害の時

点で、業務量の調整を含めた環境調整や精

神科受診につなげる必要性が窺えた。 

2. 看護師の精神障害による労災認定事案に

ついて 

今回の研究で平成 22～令和 2 年間の過去

11 年間においては、看護師の精神障害の認

定件数は平成 22～平成 27 年の 6 年間で 79

件であり、平成 28～令和 2 年の 5 年間で 114

件となっており、増加傾向であった。 

また、女性看護師における労災認定要因に

ついては、これまでの報告同様、「悲惨な事故

や災害の体験、目撃をした」が 72 件（45.9％）

を占めていた。しかしその一方で、「セクシュア

ルハラスメントを受けた」が 17 件（10.8％）を占

めていた。また、看護師全体で、対人関係の

類型である、「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、また

は暴行を受けた」と、「上司等から、身体的攻

撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受け

た」、「同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ・

嫌がらせを受けた」が合わせて 36 件（21.6％）

を占めていた。それら 36 件の詳細を、表 8 に

示した。表 8 からは、女性看護師が被害に遭

いやすく、また 100 人以上の入院設備のある

事業場で嫌がらせ、いじめ、パワーハラスメント

が多く発生していることが示唆された。加えて、

加害者及び内容に関しては、患者からの暴力

による被害が 18 件（50.0％）と最も多かったが、

その一方で、女性看護師は、医師からの暴言

や暴力の被害が多いことが示唆された。 

以上より、看護師における精神障害事案に

おいては、悲惨な事故や災害の体験、目撃を

した看護師に対しての包括的な支援が必要で

ある。また、入院（入所中）の患者からの暴力

だけではなく、共に働く医師からのハラスメント

への対策も肝要であると考えられた。 

 
Ｅ．結論 

本研究の結果、医療従事者における過労

死等の実態と背景要因の一端が明らかとなっ

た。 

医師の精神障害事案は年々増加傾向であ

り、臨床研修医が 14 件（45.2％）を占めていた。
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精神疾患としては、うつ病エピソードが 16 件

（51.6％）であった。女性看護師における労災

認定要因については、「悲惨な事故や災害の

体験、目撃をした」が 72 件（45.9％）を占めて

いた。一方で、「セクシュアルハラスメントを受

けた」が 17 件（10.8％）を占めており、また看護

師全体で、対人関係の類型である、「（ひどい）

嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」と、

「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等の

パワーハラスメントを受けた」、「同僚等から、暴

行又は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた」が

合わせて 36 件（21.6％）を占めていた。  

以上より、医師においては、臨床研修医の

精神的支援及び自殺対策が肝要である。看護

師においては、悲惨な事故や災害の体験、目

撃をした看護師に対しての包括的な支援が必

要である。また、セクシュアルハラスメントを含

めた、嫌がらせ、いじめ、パワーハラスメントへ

の対策も肝要であると考えられた。 
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表 1 労災認定された医師の精神障害・自殺の特徴（n=31、2010-2020）*1 

 
 
  

件数 (%) 件数 (%)
性別 設置主体別

男 17 (54.8) 国 6 (19.4)
⼥ 14 (45.2) 公的医療機関 10 (32.3)

社会保険関係団体 0 (0.0)
年齢 医療法⼈ 7 (22.6)

29歳以下 8 (25.8) 私⽴学校法⼈ 6 (19.4)
30-39 14 (45.2) その他の医療機関 1 (3.2)
40-49 7 (22.6) 医療機関外 1 (3.2)
50-59 1 (3.2)
60-69 0 (0.0)
70-79 1 (3.2) 業種

医療・福祉業 29 (93.5)
⽣存死亡 病院 28

⽣存 18 (58.1) 診療所 1
死亡（⾃殺） 13 (41.9) ⽼健施設 0

教育・学習⽀援業（⼤学） 1 (3.2)
⽀給年度 製造業 1 (3.2)

H22 1 (3.2)
H23 1 (3.2) 教職兼務有無
H24 2 (6.5) 教職兼務有り 4 (12.9)
H25 2 (6.5) 教授 0
H26 2 (6.5) 准教授 0
H27 2 (6.5) 講師 2
H28 1 (3.2) 助教 2
H29 8 (25.8) 教職兼務無 27 (87.1)
H30 6 (19.4)
R01 3 (9.7) 診療科*2
R02 3 (9.7) 内科系 3 (9.7)

外科系 4 (12.9)
発症時季 産婦⼈科 7 (22.6)

春　3-5⽉ 8 (25.8) 初期臨床研修医 5 (16.1)
夏　6-8⽉ 7 (22.6) 脳神経外科 3 (9.7)
秋　9-11⽉ 6 (19.4) 眼科 2 (6.5)
冬　12-2⽉ 10 (32.3) 上記以外の科*3 6 (19.4)

その他（教員、介護施設⻑） 1 (3.2)

*1 医療・福祉業以外に従事する医師の資格を持つ事案も含む
*2 後期研修医9件は所属診療科に分類
*3 救急科1件、⼩児科1件、泌尿器科1件
　　⽪膚科1件、放射線科1件、精神科1件
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表 2 労災認定された医師の精神障害・自殺の特徴（n=31、2010-2020） 

 

⼤学病院 件数 (%)
⼤学病院 8 (25.8)

国⽴⼤学 1 (3.2)
公⽴⼤学 1 (3.2)
私⽴⼤学 6 (19.4)

⾮⼤学病院 23 (74.2)

卒後年数 件数 (%)
卒後5年⽬ 15 (48.4)

卒後1年⽬ 3 (9.7)
卒後2年⽬ 1 (3.2)
卒後3〜5年⽬ 11 (35.5)

卒後6〜10年⽬ 7 (22.6)
卒後11〜20年⽬ 6 (19.4)
卒後21〜30年⽬ 1 (3.2)
卒後30年⽬以降 2 (6.5)

臨床研修医 件数 (%)
臨床研修医 14 (45.2)

初期臨床研修医 5 (16.1)
後期臨床研修医 9 (29.0)

初期・後期研修医以外 17 (54.8)

決定時疾患名 件数 (%)
F3 気分（感情）障害 21 (67.7)

F31 双極性感情障害 1 (3.2)
F32 うつ病エピソード 16 (51.6)
F33 反復性うつ病性障害 2 (6.5)
F3のその他 2 (6.5)

F4 神経症性障害、ストレス関連障害等 10 (32.3)
F41 その他の不安障害 1 (3.2)
F43.0 急性ストレス反応 1 (3.2)
F43.1 ⼼的外傷後ストレス障害 2 (6.5)
F43.2 適応障害 4 (12.9)
F4のその他 2 (6.5)

102



 

103 

 

表 3 労災認定された医師の精神障害・自殺の労災認定要因*1（業務上：医師、新基準のみ）

（n=29） 

 

 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

2 (13.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (9.1) 2 (6.9)

3 (20.0) 3 (21.4) 5 (38.5) 4 (36.4) 6 (20.7)

6 (40.0) 2 (14.3) 2 (15.4) 3 (27.3) 8 (27.6)

＜具体的な出来事＞

出来事の類型*2

1 （重度の）病気やケガをした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

2 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした 2 (13.3) 1 (7.1) 1 (7.7) 0 (0.0) 3 (10.3)

3 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした 0 (0.0) 1 (7.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.4)

4 会社の経営に影響する等の重⼤な仕事上のミスをした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 1 (6.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (9.1) 1 (3.4)

6 ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

7 業務に関連し、違法⾏為を強要された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

8 達成困難なノルマが課された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

9 ノルマが達成できなかった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

11 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

12 顧客や取引先からクレームを受けた 1 (6.7) 1 (7.1) 2 (15.4) 1 (9.1) 2 (6.9)

13 ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

14 上司が不在になることにより、その代⾏を任された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

15 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった 3 (20.0) 7 (50.0) 6 (46.2) 4 (36.4) 10 (34.5)

16 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った 4 (26.7) 4 (28.6) 3 (23.1) 2 (18.2) 8 (27.6)

17 2週間（12⽇）以上にわたって連続勤務を⾏った 2 (13.3) 7 (50.0) 4 (30.8) 3 (27.3) 9 (31.0)

18 勤務形態に変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

19 仕事のペース、活動の変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

20 退職を強要された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

21 配置転換があった 1 (6.7) 1 (7.1) 1 (7.7) 1 (9.1) 2 (6.9)

22 転勤をした 3 (20.0) 0 (0.0) 1 (7.7) 3 (27.3) 3 (10.3)

23 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

24 ⾮正規社員の理由により仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

25 ⾃分の昇格・昇進があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

26 部下が減った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

27 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

28 ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた 1 (6.7) 0 (0.0) 1 (7.7) 1 (9.1) 1 (3.4)

30 上司とのトラブルがあった 2 (13.3) 3 (21.4) 2 (15.4) 1 (9.1) 5 (17.2)

31 同僚とのトラブルがあった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

32 部下とのトラブルがあった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

33 理解してくれていた⼈の異動があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

34 上司が替わった 0 (0.0) 1 (7.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (3.4)

35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
⑥セクシュアルハラスメントを受
けた

36 セクシュアルハラスメントを受けた 0 (0.0) 1 (7.1) 1 (7.7) 0 (0.0) 1 (3.4)

事案数合計 15 (100.0) 14 (100.0) 13 (100.0) 11 (100.0) 29 (100.0)

医師
合計
n=29

医師
男

n=15

医師
⼥

n=14

医師
研修医
n=13

医師
⾃殺
n=11

*2 具体的出来事が複数該当している事例もある。

＜特別な出来事＞

　　⼼理的負荷が極度のもの

　　極度の⻑時間労働

＜恒常的な⻑時間労働＞

具体的出来事

①事故や災害の体験

②仕事の失敗、過重な責任
等の発⽣

③仕事の量・質

④役割・地位の変化等

⑤対⼈関係

*1 特別な出来事と具体的出来事が重複している事例もあるため、事案数と出来事の合計は⼀致しない。割合の算出は事案数を分⺟としている。

103



 

 

 

104 

表
4
 

医
師

自
殺

事
案

（
新

基
準

の
み

 1
1

件
） 

兆
候

・
前

兆
治

療
の

有
無

診
断

名
治

療
内

容

心
理

的
負

荷
が

極
度

の
も

の
極

度
の

長
時

間
労

働

恒
常

的
な

長
時

間
労

働

「
強

」
に

認
定

さ
れ

た
労

災
認

定
要

因
学

会
発

表
、

論
文

作
成

、
専

門
医

受
験

な
ど

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

仕
事

の
負

荷
要

因
家

族
・
パ

ー
ト

ナ
ー

と
の

不
和

仕
事

や
日

常
生

活
で

の
ミ

ス
精

神
症

状
（
不

眠
や

不
安

な
ど

）
身

体
症

状
（
頭

痛
、

腹
痛

な
ど

）
面

談
環

境
調

整
精

神
科

受
診

（
0
：
な

し
　

1
：

自
分

で
受

診
　

2
：
家

族
の

意
思

で
受

診
）

精
神

障
害

向
精

神
薬

1
3
0
歳

代
　

男
性

。
循

環
器

科
ス

タ
ッ

フ

あ
り

　
自

然
災

害
に

被
災

。
勤

務
す

る
病

院
が

津
波

に
襲

わ
れ

、
死

の
恐

怖
に

直
面

し
た

。
そ

の
後

、
3

日
間

、
不

眠
不

休
で

診
療

を
行

い
、

発
症

し
た

。

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

な
し

あ
り

　
不

眠
、

抑
う

つ
気

分
、

意
欲

の
低

下
あ

り
あ

り
　

食
指

不
振

な
ど

あ
り

な
し

な
し

2
　

自
己

中
断

　
初

診
後

す
ぐ

に
精

神
科

病
院

へ
入

院
と

な
っ

た
が

、
自

己
希

望
に

よ
り

す
ぐ

に
退

院
し

て
い

る
。

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

な
し

2
3
0
歳

代
　

男
性

。
泌

尿
器

科
ス

タ
ッ

フ
な

し
あ

り
あ

り
な

し
な

し
あ

り
　

上
司

か
ら

厳
し

く
叱

責
さ

れ
て

い
た

。

医
師

が
3
名

体
制

で
あ

り
、

そ
の

う
ち

の
一

人
が

新
婚

旅
行

の
休

暇
を

と
っ

て
い

た
。

上
司

か
ら

厳
し

く
叱

責
も

受
け

て
い

た
。

な
し

処
方

な
ど

の
際

に
、

お
願

い
さ

れ
て

も
反

応
が

み
ら

れ
な

い
こ

と
が

あ
っ

た
。

あ
り

　
抑

う
つ

気
分

、
意

欲
の

低
下

あ
り

あ
り

　
め

ま
い

の
た

め
、

脳
神

経
外

科
に

受
診

し
て

い
る

。
翌

月
か

ら
は

頭
痛

も
あ

り
。

な
し

な
し

0
精

神
症

状
を

伴
う

重
症

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

な
し

3
3
0
歳

代
　

男
性

。
神

経
内

科
で

後
期

研
修

医
な

し
あ

り
あ

り
な

し
な

し

あ
り

　
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
際

に
大

声
で

「
こ

い
つ

は
う

つ
だ

か
ら

」
と

罵
ら

れ
た

。

患
者

家
族

か
ら

ク
レ

ー
ム

、
叱

責
を

受
け

た
。

な
し

処
方

な
ど

の
オ

ー
ダ

ー
が

決
め

ら
れ

ず
困

惑
し

て
い

る
様

子
が

あ
っ

た
。

叱
責

の
翌

日
頃

か
ら

抑
う

つ
気

分
、

思
考

制
止

の
所

見
あ

り
。

な
し

な
し

　
精

神
科

の
受

診
を

促
す

も
本

人
が

強
く

拒
否

し
た

。
な

し
0

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

な
し

4
3
0
歳

代
　

男
性

。
産

婦
人

科
の

後
期

研
修

医
な

し
あ

り
な

し
な

し
あ

り
　

専
門

医
の

試
験

を
受

験
す

る
予

定
で

あ
っ

た
。

な
し

な
し

な
し

同
じ

場
所

で
２

回
連

続
信

号
無

視
で

切
符

を
切

ら
れ

て
い

る
。

な
し

な
し

な
し

　
上

司
は

直
前

ま
で

本
人

の
変

化
に

気
づ

い
て

お
ら

ず
。

な
し

0
気

分
障

害
(う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
)

ト
リ

ア
ゾ

ラ
ム

　
（
誰

に
処

方
さ

れ
た

か
は

不
明

。
）

5
3
0
歳

代
　

女
性

。
消

化
器

外
科

の
後

期
研

修
医

な
し

あ
り

な
し

な
し

あ
り

　
学

会
発

表
の

準
備

中
で

あ
っ

た
。

な
し

な
し

あ
り

　
夫

が
パ

ニ
ッ

ク
障

害
・
う

つ
病

で
通

院
中

で
あ

っ
た

。

当
直

業
務

を
忘

れ
て

し
ま

う
こ

と
が

複
数

回
あ

っ
た

。

あ
り

　
抑

う
つ

気
分

、
意

欲
の

低
下

あ
り

あ
り

　
カ

ッ
プ

麺
し

か
食

べ
な

い
と

き
も

あ
り

な
し

な
し

0
　

夫
の

服
用

し
て

い
る

向
精

神
薬

を
分

け
て

も
ら

っ
て

い
た

。

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

特
定

不
能

の
も

の
な

し

6
3
0
歳

代
　

女
性

。
眼

科
ス

タ
ッ

フ
な

し
な

し
な

し

仕
事

内
容

・
量

の
（
大

き
な

）
変

化
（
中

）
＋

2
週

間
以

上
の

連
続

勤
務

（
中

）

あ
り

　
論

文
作

成
も

準
備

中
で

あ
っ

た
が

、
相

談
し

た
り

、
手

伝
っ

て
も

ら
え

る
人

は
い

な
か

っ
た

。

な
し

な
し

あ
り

　
父

親
が

望
ま

な
い

交
際

相
手

が
お

り
、

そ
の

こ
と

で
父

に
叱

責
さ

れ
て

い
た

。

な
し

あ
り

　
抑

う
つ

気
分

、
意

欲
の

低
下

あ
り

、
希

死
念

慮
も

あ
り

、
躁

う
つ

病
の

診
断

を
受

け
て

い
た

。

あ
り

　
過

食
や

食
欲

低
下

を
繰

り
返

し
て

い
た

な
し

な
し

1
　

数
年

前
か

ら
躁

う
つ

病
を

発
症

し
て

い
た

。
双

極
性

感
情

障
害

ラ
モ

ト
リ

ギ
ン

、
ミ

ル
タ

ザ
ピ

ン
、

フ
ル

ニ
ト

ラ
ゼ

パ
ム

、
オ

ラ
ン

ザ
ピ

ン

7
3
0
歳

代
　

男
性

。
消

化
器

外
科

の
ス

タ
ッ

フ
な

し
な

し
あ

り
あ

り
　

1
ヵ

月
に

8
0
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た
（
強

）

あ
り

　
　

論
文

作
成

に
加

え
、

抄
読

会
の

準
備

も
ス

ト
レ

ス
で

あ
っ

た
様

子
。

外
科

の
専

門
医

を
取

ろ
う

と
疲

弊
し

て
い

た
。

な
し

な
し

あ
り

　
自

身
の

不
倫

（
職

場
の

看
護

師
）
や

借
金

（
風

俗
関

係
）
が

原
因

な
し

な
し

あ
り

　
過

食
が

み
ら

れ
1
0
kg

以
上

の
体

重
増

加
あ

り
。

頭
痛

や
背

部
痛

あ
り

な
し

な
し

1
 自

分
の

意
思

で
受

診
。

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

エ
チ

ゾ
ラ

ム
、

ス
ル

ピ
リ

ド

8

2
0
歳

代
　

男
性

。
糖

尿
病

・
内

分
泌

内
科

の
初

期
研

修
医

な
し

な
し

な
し

あ
り

　
仕

事
内

容
・
量

の
（
大

き
な

）
変

化
（
強

）
＋

2
週

間
以

上
の

連
続

勤
務

（
中

）
　

内
分

泌
→

救
急

に
研

修
先

が
変

わ
り

、
初

の
救

急
当

直
な

ど
の

負
荷

が
あ

っ
た

。

あ
り

　
学

会
発

表
資

料
作

成
を

行
っ

て
い

た
。

な
し

な
し

な
し

な
し

当
直

に
対

す
る

不
安

・
緊

張
あ

り
な

し

産
業

医
で

は
な

い
が

、
メ

ン
タ

ー
と

の
面

談
は

あ
り

。
し

か
し

環
境

調
整

に
は

至
ら

な
か

っ
た

。

な
し

2
　

父
親

が
強

く
受

診
を

促
し

た
が

、
服

薬
に

は
応

じ
ず

、
主

治
医

も
困

惑
し

て
い

る
記

載
あ

り
。

中
等

症
う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
不

明

9

2
0
歳

代
　

女
性

。
産

婦
人

科
を

ロ
ー

テ
し

て
い

る
初

期
研

修
医

な
し

な
し

な
し

あ
り

　
仕

事
内

容
・
量

の
（
大

き
な

）
変

化
（
中

）
＋

2
週

間
以

上
の

連
続

勤
務

（
中

）
　

眼
科

→
産

婦
人

科
に

研
修

先
が

変
わ

っ
た

。

な
し

な
し

あ
り

　
仕

事
内

容
が

変
わ

り
、

C
T
の

オ
ー

ダ
ー

ミ
ス

や
ス

タ
ッ

フ
召

集
の

ミ
ス

な
ど

が
あ

っ
た

。

あ
り

　
結

婚
前

提
で

あ
っ

た
パ

ー
ト

ナ
ー

と
破

局
し

た
。

C
T
の

一
件

の
翌

月
に

は
、

手
術

に
遅

刻
す

る
な

ど
の

様
子

が
み

ら
れ

た
。

な
し

あ
り

　
食

指
不

振
あ

り
。

な
し

な
し

0
　

大
学

入
試

の
前

日
に

解
離

症
状

で
受

診
し

て
い

る
が

2
カ

月
弱

の
受

診
で

終
診

と
な

っ
た

。

解
離

性
障

害
な

し

1
0

7
0
歳

代
　

男
性

。
心

療
内

科
医

。
定

年
退

職
し

た
後

に
も

診
療

し
て

い
た

な
し

な
し

な
し

会
社

で
起

き
た

事
故

・
事

件
に

つ
い

て
、

責
任

を
問

わ
れ

た
（
強

）
な

し
な

し

あ
り

　
自

身
が

診
察

し
た

研
修

医
が

自
殺

し
、

そ
の

対
応

を
求

め
ら

れ
た

。
そ

の
後

か
ら

ミ
ス

を
連

発
し

て
い

た
。

あ
り

　
母

親
が

7
年

前
か

ら
脳

梗
塞

で
あ

り
、

長
時

間
の

外
出

が
で

き
な

か
っ

た
。

な
し

あ
り

　
不

眠
、

不
安

あ
り

、
受

診
時

に
相

談
し

て
い

た
。

家
族

に
は

、
患

者
家

族
か

ら
訴

え
ら

れ
る

な
ど

妄
想

様
の

発
言

が
あ

っ
た

。

あ
り

　
食

欲
低

下
、

寒
気

の
症

状
が

あ
っ

た
。

な
し

な
し

2
　

初
回

受
診

か
ら

数
日

で
既

遂
。

も
と

も
と

内
科

で
ス

ボ
レ

キ
サ

ン
ト

な
ど

処
方

さ
れ

て
い

た
。

重
症

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

ト
ラ

ゾ
ド

ン
、

ス
ボ

レ
キ

サ
ン

ト
、

ア
ル

プ
ラ

ゾ
ラ

ム

1
1

2
0
歳

代
　

男
性

。
初

期
研

修
医

な
し

な
し

な
し

あ
り

　
仕

事
内

容
・
量

の
（
大

き
な

）
変

化
（
強

）
神

経
内

科
→

救
命

救
急

科
に

う
つ

り
、

1
カ

月
に

1
0
0
時

間
を

超
え

る
よ

う
な

時
間

外
労

働
が

あ
っ

た
。

な
し

な
し

な
し

あ
り

　
後

輩
研

修
医

と
付

き
合

っ
て

い
た

が
破

局
し

た
。

遺
書

の
な

か
に

も
そ

の
内

容
が

記
載

さ
れ

て
い

た
。

あ
り

　
聴

診
器

を
忘

れ
た

り
、

勤
務

日
に

無
断

欠
勤

す
る

こ
と

が
複

数
回

あ
っ

た
。

あ
り

　
不

眠
症

状
が

あ
り

、
お

そ
ら

く
は

同
僚

に
処

方
し

て
も

ら
っ

て
い

た
様

子
で

あ
っ

た
。

あ
り

　
食

欲
低

下
あ

り
、

家
族

が
驚

く
ほ

ど
服

の
サ

イ
ズ

が
合

わ
な

い
ほ

ど
、

ぶ
か

ぶ
か

に
な

っ
て

い
た

。

な
し

な
し

0
　

同
僚

に
処

方
し

て
も

ら
っ

て
い

た
と

考
え

ら
れ

た
。

気
分

障
害

（
う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
）

ス
ボ

レ
キ

サ
ン

ト
、

エ
チ

ゾ
ラ

ム

心
理

的
負

荷

プ
ロ

フ
ィ

ー
ル

症
状

対
応

104



 

 

 

105 

表
5
 看

護
師

 
性

別
、

発
症

時
年

齢
、

生
死

 

 

平
成

22
年

度
平

成
23

年
度

平
成

24
年

度
平

成
25

年
度

平
成

26
年

度
平

成
27

年
度

平
成

28
年

度
平

成
29

年
度

平
成

30
年

度
平

成
31

/令
和

元
年

度
令

和
2年

度
合

計

N
(%

)
N

(%
)

N
(%

)
N

(%
)

N
(%

)
N

(%
)

N
(%

)
N

(%
)

N
(%

)
N

(%
)

N
(%

)
N

(%
)

事
案

数
15

(1
00

)
13

(1
00

)
12

(1
00

)
15

(1
00

)
17

(1
00

)
7

(1
00

)
12

(1
00

)
22

(1
00

)
22

(1
00

)
16

(1
00

)
42

(1
00

)
19

3
(1

00
)

(年
度

別
%)

(7
.8)

(6
.7)

(6
.2)
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表 6 労働条件等一般的事項 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

n %
所定休⽇

週休1⽇制 5 (2.6)
週休2⽇制 37 (19.2)
隔週週休2⽇制 5 (2.6)
完全週休2⽇制 27 (14.0)
カレンダーなどで指定 21 (10.9)
その他*１ 70 (36.3)
記載無し/不明 28 (14.5)
合計 193 (100.0)

出退勤の管理状況*2
タイムカード 97 (50.3)
出勤簿 76 (39.4)
管理者による確認 16 (8.3)
本⼈の申告 15 (7.8)
その他（勤務表や勤務計画表など） 13 (6.7)

就業規則
あり 75 (38.9)
なし 2 (1.0)
記載無し/不明 116 (60.1)
合計 193 (100.0)

賃⾦規程
あり 51 (26.4)
なし 3 (1.6)
記載無し/不明 139 (72.0)
合計 193 (100.0)

*1  その他には、重複している項⽬も含まれている。（ex 週休1⽇制＋カレンダーで指定など）
*2  出退勤の管理状況に関しては、重複している項⽬も含まれている（ex タイムカード＋出勤簿など）
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表 7-1 労災認定された看護師の労災認定要因*1（業務上：男性看護師、新基準のみ）（n=10） 

 

事案数 5 5 10
（年度別％） (50.0) (50.0) (100.0)

n (%) n (%) n (%)
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
1 (20.0) 0 (0.0) 1 (10.0)

＜具体的な出来事＞
出来事の類型

1 （重度の）病気やケガをした 0 (0.0) 2 (40.0) 2 (20.0)
2 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした 1 (20.0) 2 (40.0) 3 (30.0)
3 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
4 会社の経営に影響する等の重⼤な仕事上のミスをした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
6 ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
7 業務に関連し、違法⾏為を強要された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
8 達成困難なノルマが課された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
9 ノルマが達成できなかった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
11 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
12 顧客や取引先からクレームを受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
13 ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
14 上司が不在になることにより、その代⾏を任された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
15 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった 1 (20.0) 1 (20.0) 2 (20.0)
16 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った 1 (20.0) 0 (0.0) 1 (10.0)
17 2週間（12⽇）以上にわたって連続勤務を⾏った 1 (20.0) 0 (0.0) 1 (10.0)
18 勤務形態に変化があった 1 (20.0) 0 (0.0) 1 (10.0)
19 仕事のペース、活動の変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
20 退職を強要された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
21 配置転換があった 1 (20.0) 1 (20.0) 2 (20.0)
22 転勤をした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
23 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
24 ⾮正規社員の理由により仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 1 (20.0) 0 (0.0) 1 (10.0)
25 ⾃分の昇格・昇進があった 1 (20.0) 0 (0.0) 1 (10.0)
26 部下が減った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
27 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
28 ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた 2 (40.0) 0 (0.0) 2 (20.0)
30 上司とのトラブルがあった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
31 同僚とのトラブルがあった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
32 部下とのトラブルがあった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
33 理解してくれていた⼈の異動があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
34 上司が替わった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

⑥セクシュアルハラスメ
ントを受けた 36 セクシュアルハラスメントを受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

⑤対⼈関係 29 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受
けた 0 (0.0) 1 (20.0) 1 (10.0)

30 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた 0 (0.0) 2 (40.0) 2 (20.0)
*1 具体的出来事が重複している事例もあるため、事案数と出来事の合計は⼀致しない。割合の算出は事案数を分⺟としている。

②仕事の失敗、過重
な責任等の発⽣

③仕事の量・質

④役割・地位の変化
等

⑤対⼈関係

①事故や災害の体験

平成22〜令和元
年度 令和2年度 合計

＜特別な出来事＞
　　⼼理的負荷が極度のもの
　　極度の⻑時間労働
＜恒常的な⻑時間労働＞

具体的出来事
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表 7-2 労災認定された看護師の労災認定要因*1（業務上：女性看護師、新基準のみ）（n=157） 

 

 

事案数 120 37 157
（年度別％） (76.4) (23.6) (100.0)

n (%) n (%) n (%)
12 (10.0) 0 (0.0) 12 (7.6)
2 (1.7) 1 (2.7) 3 (1.9)
5 (4.2) 2 (5.4) 7 (4.5)

＜具体的な出来事＞
出来事の類型

1 （重度の）病気やケガをした 17 (14.2) 6 (16.2) 23 (14.6)
2 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした 59 (49.2) 13 (35.1) 72 (45.9)
3 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした 2 (1.7) 0 (0.0) 2 (1.3)
4 会社の経営に影響する等の重⼤な仕事上のミスをした 2 (1.7) 0 (0.0) 2 (1.3)
5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 3 (2.5) 1 (2.7) 4 (2.5)
6 ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
7 業務に関連し、違法⾏為を強要された 2 (1.7) 0 (0.0) 2 (1.3)
8 達成困難なノルマが課された 2 (1.7) 1 (2.7) 3 (1.9)
9 ノルマが達成できなかった 1 (0.8) 0 (0.0) 1 (0.6)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 1 (0.8) 1 (2.7) 1 (0.6)
11 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
12 顧客や取引先からクレームを受けた 5 (4.2) 3 (8.1) 8 (5.1)
13 ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
14 上司が不在になることにより、その代⾏を任された 1 (0.8) 0 (0.0) 1 (0.6)
15 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった 3 (2.5) 5 (13.5) 8 (5.1)
16 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った 2 (1.7) 0 (0.0) 2 (1.3)
17 2週間（12⽇）以上にわたって連続勤務を⾏った 3 (2.5) 2 (5.4) 5 (3.2)
18 勤務形態に変化があった 0 (0.0) 2 (5.4) 2 (1.3)
19 仕事のペース、活動の変化があった 1 (0.8) 1 (2.7) 2 (1.3)
20 退職を強要された 3 (2.5) 0 (0.0) 3 (1.9)
21 配置転換があった 4 (3.3) 1 (2.7) 5 (3.2)
22 転勤をした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
23 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった 2 (1.7) 1 (2.7) 3 (1.9)
24 ⾮正規社員の理由により仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 1 (0.8) 0 (0.0) 1 (0.6)
25 ⾃分の昇格・昇進があった 1 (0.8) 0 (0.0) 1 (0.6)
26 部下が減った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
27 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
28 ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた 16 (13.3) 2 (5.4) 18 (11.5)
30 上司とのトラブルがあった 9 (7.5) 3 (8.1) 12 (7.6)
31 同僚とのトラブルがあった 2 (1.7) 1 (2.7) 3 (1.9)
32 部下とのトラブルがあった 2 (1.7) 1 (2.7) 3 (1.9)
33 理解してくれていた⼈の異動があった 1 (0.8) 1 (2.7) 2 (1.3)
34 上司が替わった 2 (1.7) 0 (0.0) 2 (1.3)
35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

⑥セクシュアルハラスメン
トを受けた 36 セクシュアルハラスメントを受けた 14 (11.7) 3 (8.1) 17 (10.8)

⑤対⼈関係 29 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受け
た 0 (0.0) 3 (8.1) 3 (1.9)

30 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた 0 (0.0) 10 (27.0) 10 (6.4)
*1 具体的出来事が重複している事例もあるため、事案数と出来事の合計は⼀致しない。割合の算出は事案数を分⺟としている。

③仕事の量・質

④役割・地位の変化等

⑤対⼈関係

　　⼼理的負荷が極度のもの
　　極度の⻑時間労働
＜恒常的な⻑時間労働＞

具体的出来事

①事故や災害の体験

②仕事の失敗、過重な
責任等の発⽣

＜特別な出来事＞

平成22〜令和元
年度 令和2年度 合計
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表 8 嫌がらせ、いじめ、パワーハラスメントのまとめ*1 

 

 
 

全36件 N （％）
性別

男性 5 (13.9)
⼥性 31 (86.1)

年齢 男性 5 ⼥性 31
10−19歳 0 (0.0) 0 (0.0)
20−29歳 1 (20.0) 9 (29.0)
30−39歳 3 (60.0) 4 (12.9)
40−49歳 1 (20.0) 9 (29.0)
50−59歳 0 (0.0) 9 (29.0)

事業場規模
10⼈未満 0 (0.0) 2 (6.5)
10〜49⼈ 0 (0.0) 6 (19.4)
50〜99⼈ 0 (0.0) 2 (6.5)
100〜499⼈ 1 (20.0) 12 (38.7)
500〜999⼈ 1 (20.0) 6 (19.4)
1000⼈以上 3 (60.0) 3 (9.7)
記載無し/不明 0 (0.0) 0 (0.0)

具体的な出来事（重複している場合も記載）
（重度の）病気やケガをした 0 (0.0) 3 (9.7)
悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした 0 (0.0) 1 (3.2)
会社の経営に影響する等の重⼤な仕事上のミスをした 0 (0.0) 1 (3.2)
会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 0 (0.0) 1 (3.2)
業務に関連し、違法⾏為を強要された 0 (0.0) 1 (3.2)
仕事内容・量の変化 0 (0.0) 3 (9.7)
勤務形態に変化があった 1 (20.0) 0 (0.0)
配置転換があった 2 (40.0) 0 (0.0)
⾃分の昇格・昇進があった 1 (20.0) 0 (0.0)
上司とのトラブルがあった 0 (0.0) 3 (9.7)
部下とのトラブルがあった 0 (0.0) 1 (3.2)
単独事案 3 (60.0) 22 (71.0)

加害者および内容（重複している場合も記載している 院⻑からの被害に関しては上司、医師両⽅にカウントしている）
上司    暴⾔ 1 (20.0) 9 (29.0)
      暴⼒（脅し・威嚇も含む） 0 (0.0) 1 (3.2)
      無視 2 (40.0) 0 (0.0)
      有休を認められない 0 (0.0) 1 (3.2)

医師    暴⾔ 0 (0.0) 7 (22.6)
      暴⼒（脅し・威嚇も含む） 0 (0.0) 2 (6.5)

同僚・部下 暴⾔ 0 (0.0) 1 (3.2)

患者（⼊所者） 暴⼒（殴られる、⾸を絞められる等） 3 (60.0) 15 (48.4)
患者（⼊所者） 暴⾔ 0 (0.0) 1 (3.2)
患者家族 執拗なクレーム 0 (0.0) 1 (3.2)
その他 記者 報道 SNSでコロナ感染を報道・掲載された 0 (0.0) 1 (3.2)

*1 29(ひどい)嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた＋新29（上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハ
ラスメントを受けた）＋新30（同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた）を合致してまとめた
データ
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